
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年　３月２６日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
  

該当なし
  

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日 備考

1 1号機
３月１９日にお知らせ・公表の傷病者発生について、２週間の安静休業とその後６週間の外来通院
加療を要する見込みと診断された。

ＧⅡ 3月18日 ３月１９日公表済み

該当なし

２０２５年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年　３月２６日（木）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必
要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

区分　Ⅰ：

そ の 他：

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：

https://www.tepco.co.jp/2f-np/information/pressrelease/pdf/2026/j260319a-j.pdf

